綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請書類

申請者及び手続き代行者（施工業者）　各位
　以下の項目をチェックし、順番に並べて提出してください。

	申請者名：
	施工業者名：


1． 交付要件
□綾川町内の「下水道事業計画区域（認可区域）及び農業集落排水処理施設処理区域（栗原地区）」以外での整備であるか
□申請者は、補助対象合併処理浄化槽の設置場所又は当該合併処理浄化槽と接続する住宅の所在地に住民票を有しているか（転入・転居予定を除く）
□補助対象合併処理浄化槽と接続する住宅は、専用住宅（販売、賃貸及び寄宿を目的にする住宅を除く。ただし、建物の新増改築を伴わず、自主的に単独処理浄化槽又は汲取り便所を浄化槽に設置替するものはこの限りではない。）であって、処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとするものであるか

2． 交付申請時に必要な書類
□様式第１号 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書
□浄化槽設置届(写)（中讃保健福祉事務所受付印）※建築確認済証がある場合は受付印無

□建築確認済証(写)…新築・改築等 確認申請を行っている場合(香川建築住宅センター等)

　※(旧綾上町)・階数≦3又は延べ面積＞500㎡…木造

・階数≦2又は延べ面積＞200㎡…木造以外

□建築工事届の写し…旧綾上町で上記要件以外

□位置図（住宅地図のコピーに赤色で着色：Ａ４サイズ）

□登録浄化槽管理票（C票）原本及びコピー1部
□浄化槽登録証（写）…浄化槽普及促進市町村協議会

□浄化槽保証登録証(市町村用)…小型合併処理浄化槽機能保証制度

□浄化槽認定書（写）…国土交通省

□型式適合認定書・仕様書・図面（写）…（財）日本建築センター（該当部分赤下線等）

□浄化槽型式認定変更届出書（写）※変更認定がある場合のみ

□計画浄化槽設置図及び配管図（配管及び桝、浄化槽に赤色で着色）

□工事見積書（写） ※転換補助申請の場合は見積金額を本体と別にすること
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□既製品底版仕様書・図面  ※㈱ｶﾝｹﾝ､ｸﾎﾞﾀ浄化槽ｼｽﾃﾑ㈱製品等使用の場合のみ
□ポンプ設備仕様書 ※流入または放流ポンプ設置の場合のみ

□工事請負契約書（写） ※日付記入漏れ注意
□上記に記載されている浄化槽設備士の免状（写）

□誓約書（原本）
□町税についての完納証明書（原本）…綾川町内のみ、町外居住者は不要
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※申請書写し等で税務課窓口申請可能（税務課での申請時に印鑑必要）

□申請者による重要事項確認書

□債権者登録申請書（補助金振込み口座先登録。申請者本人口座のみ。銀行印で押印。）

□前住所地が合併浄化槽でない証明（写真）…綾川町内のみ、町外居住者は不要

重要１：申請前にご確認ください！

· 工事着手予定日は申請日以後であるか、完了予定日は２月末日以前であるか様式第１号
合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書、浄化槽設置届、契約書等、全ての書類において整合性が取れているかをご確認ください。
※特に工事の期間については、実際の工事予定を考慮して長めに設定してください。
大幅に工事の期間が異なっているケースが多々ある。
重要２：住所や口座変更等、申請内容に変更があった場合に必要な書類
· 様式第４号（第７条関係）変更承認申請書
· 債権者登録申請書（変更後の住所及び振込先口座）
２．実績報告時に必要な書類
□様式第５号 実績報告書　　　□様式第７号 補助金交付請求書
□成果図（浄化槽設置図及び配管図）

□現況写真、工事写真（掘削、基礎、埋戻し）、竣工写真…施工日の記入
□浄化槽設備士による合併処理浄化槽設置工事施工チェックリスト

□浄化槽保守点検・清掃業務受託書・委託契約書（写）…保守点検受託者・清掃受託者

□浄化槽法定検査申込書（写）…（浄化槽法第7及び11条）（公社）香川県浄化槽協会
□浄化槽設置者講習会受講修了証（写）※本人又は同居家族
□補助対象者への請求書又は領収書　※申請見積金額と同一であること
申請書類作成に当たっての留意事項（共通編）
1. 申請者氏名及び住所は正確に記載してください。添付書類に記載された氏名、住所が違う場合は再提出となります。

2. 工事見積書と工事請負契約書の金額が同一額となっていることを確認してください。

3. 工事着手・完了予定年月日・契約日を正確に記入してください。

4. 二次製品のコンクリート底版を使用の場合は製品性能が明確に把握できる書類（パンフレット・仕様書）を添付し、承認を受けた場合のみ使用することができます。
5. 申請者が町内在住者の場合は、町税についての完納証明書が必要です（税務課で発行・証明できない場合、補助金は交付されませんが、税金を完納すれば交付します）。
　また、前住所地又は建替前の排水処理施設が合併処理浄化槽でない証明（写真）の添付が必要です。黒板とともに写してください。
6.汚水を浄化槽で処理した後の放流水について、放流先水利等の放流同意書は、提出の必要がありません。事前に放流先水利等と協議を行い、放流に問題が無いように浄化槽の施工・設置をしてください。万が一、水利組合等とトラブルになった場合でも、この申請をもって、綾川町が処理水の放流に同意した訳ではありませんのでご注意ください。
7. 誓約書が必要です（全員）。設置後の維持管理を適正に行ってください。（浄化槽の法定検査は必ず受検してください。）
8. 申請者の重要事項確認書が必要となります。（全員）。該当事項については申請者本人の記載が必要となり、各確認事項の回答によっては申請が受理できない場合があります。
9. 債権者登録申請書は申請時にご提出願います。未提出の場合、補助金の振り込みができません。すでに登録済みの方は提出の必要がありません。なお、原則として申請者本人以外の口座への振込みはできません。
10. 竣工写真は鮮明であれば、パソコンプリンター等を利用し、A4用紙へデジタルデータを印刷したものでも構いませんが、竣工時の最終完成写真については必ずL版2枚を提出してください。また、すべての写真で施工日が確認できるようにしてください。
11. 香川県小型合併処理浄化槽【工事マニュアル】に基づき適正に施工してください。不適正な工事内容の場合は補助金交付決定を取り消すことがあります。
12. 底版完成後、浄化槽本体据付前に中間検査を行います。日程については余裕をもって建設課浄化槽担当と協議してください。（原則2日前）住宅工事の関係で検査を特定の日に限定されても、対応できない場合がありますので、検査については複数候補日をご用意ください。中間検査を受けない場合、交付決定の取消し事由となります。
13. 既設浄化槽を廃止する場合は浄化槽廃止届を 公益社団法人 香川県浄化槽協会（高松市香西本町1－106　℡087-881-6600）へ必ず提出してください。
14．浄化槽設置者講習会受講終了証の写しが必要となります（全員）。香川県浄化槽協会が開催している浄化槽設置者講習会を受講し、実績報告書に添付してください。

15. 竣工後速やかに実績報告書を提出し竣工検査を受検してください。令和２年度より、香川県浄化槽協会（高松市香西本町1－106　℡087-881-6600）へ委託します。検査の日程については中間検査と同様に余裕をもって設定し、浄化槽協会と協議をお願いします。
16. 工事写真帳の表紙は添付のものをご使用ください。裏表紙は不要です。
17.申請は申請年度の2月末日までに完了するもの（実績報告だけでなく完了検査を含む）のみ受付を行います。万が一、完了できない場合は交付決定を取り消すとともに、次年度の補助金対象となる場合でも、申請は受付できませんのでご注意ください。
申請書類作成に当たっての留意事項（上乗せ補助編）

18. 単独処理浄化槽・汲取り便所（以下、既設槽等）撤去に係る上乗せ補助、また、既設槽等から合併処理浄化槽への転換に係る上乗せ補助を申請する場合は、追加申請書類を提出してください。（補足：単独処理浄化槽＝トイレの汚水だけを処理する浄化槽）
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　○申請時
　　□既設槽等と新設浄化槽の位置がわかる平面図及び写真（２～３枚）

　　□宅内配管を施工する前の写真

　　□既設槽等の型式、設置年がわかる写真（判明が可能である場合）

□宅内配管工事費用がわかる見積書（設置費用見積書と別冊）

□既設槽等の撤去費用がわかる見積書（同上）。
　　※見積項目は、スラブコンクリート取り壊し・既設槽等の消毒と清掃・撤去槽の廃棄物処理等です。
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　○実績報告時

　　□既設槽等に係る作業工程の分かる写真（※本体工事と写真は別冊にしてください。）
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　　　①工事着手前

　　　②汚泥又はし尿汲取り作業

　　　③消毒作業

　　　④解体作業・撤去状況

　　　⑤埋め戻し作業

　　　⑥産廃処理施設搬入（※撤去工事の場合）

　　　⑦工事完了

　　□掘り起こし時に町担当者が立会した写真（※撤去工事の場合）（ⅰ）
　　□埋め立て作業前に町担当者が立会した写真（※転換工事で埋め立て処理の場合）（ⅱ）
　　□配管工事の施工写真（埋設後で配管工事の施工状況がわからないものは不可）（ⅲ）
　　□マニフェスト（産業廃棄物として処理した証明）
※Ｂ２、Ｄ、Ｅ票の写し（撤去工事の場合）

□宅内配管工事費用の領収書または請求書（写）（設置費用見積書と別冊）

　　□浄化槽廃止届の写し（単独槽撤去・転換の場合）
※竣工写真は鮮明であれば、A4用紙へのデジタルデータのプリントアウトでも構いませんが、既設槽等撤去時における立会い写真(ⅰ)または(ⅱ)・配管工事写真(ⅲ)は必ずL版(２枚)での提出をお願いします。
◎中間検査として上記（ⅰ）（ⅱ）の場合に担当者が立会します。立会写真が無い場合、上乗せ補助金は交付できません。（検査日程は建設課浄化槽担当と協議してください。

○補助事業実績報告書提出時の写真について

　実績報告時に提出していただく竣工写真につきまして、提出の前に以下の点（これらは最低限の基準です）を再確認のうえ提出願います。

　【指定工事写真】：香川県小型合併処理浄化槽工事マニュアルより転載
　なお、写真が不足している、または不鮮明な場合は再提出をお願いします。

　町の指示通りに再提出されないときには補助金の交付決定を取り消します。

	撮影時期
【参考指定工事写真】
	チェックポイント

	着工前（設置場所）

【指定工事写真1】
	設置予定地で浄化槽設備士が正面を向いて標識及び黒板を掲げているところを設置予定地（背景の家屋等）とともに写すこと。

	床掘り出来形


	スケールを用い寸法が確認できること。掘削箇所の全景を撮影すること。

	砕石基礎出来形

【指定工事写真2】
	栗石・砕石の付き固めが終了後、地業までの掘削の深さのわかるスケールとともに写すこと（黒板に寸法記入必要）。

	基礎配筋状況

【指定工事写真3】
	型枠及び配筋の状態をピッチがわかるスケールとともに写すこと。黒板に配筋ピッチ記入。

	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ出来形

【指定工事写真4】
	養生後、型枠を外し、浄化槽設備士が底版上に乗りｺﾝｸﾘｰﾄ厚のわかるスケールとともに写すこと。

	本体搬入状況

【指定工事写真5】
	現場での浄化槽本体の搬入状況及び本体に明記されている型式、人槽がわかるように写すこと。黒板に型式記入。設置後、埋戻前に水平確認し、気泡アップの写真を添付のこと。

	埋戻状況

【指定工事写真6】
	水張りを行い浄化槽の水平を確認しつつ埋戻の作業を行っているところを写すこと。浄化槽設備士が工事監督を行っていることがわかること。

	上部ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ配筋

【指定工事写真7】
	上部ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄの型枠・配筋の状況を写すこと。配筋を施す場合にはピッチがわかるスケールとともに写すこと。

	嵩上げ状況

【指定工事写真8】
	嵩上げの高さがわかるようにスケールを当てたところを写すこと。

	上部ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ出来形

【指定工事写真9】
	ｺﾝｸﾘｰﾄ養生後、浄化槽設備士が乗り、ｺﾝｸﾘｰﾄの厚さがわかるように写すこと。

	ブロア設置状況

【指定工事写真10】
	ブロア設置状況及びコンセント、アース、送気管の状況を写すこと。

	竣工（完了）
	設置場所で浄化槽設備士が正面を向いて標識及び黒板を掲げているところを背景の家屋等とともに写すこと。LL版２枚提出 


　　※放流ポンプ設置の場合はポンプの写真も提出してください。

[image: image1]
○上乗せ補助実績報告書提出時の写真例（撤去・転換）
　上乗せ補助実績報告時に提出していただく竣工写真の撮影例です。

①工事着手前　　　　　　　　　　　　　　　②汚泥又はし尿汲取り作業
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③消毒作業　　　　　　　　　　　　　　　　④ -1解体作業・撤去状況
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④ -2撤去槽確認　　　　　　　　　　　　　　⑤埋め戻し作業
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※町担当者が立会確認した写真が必要　

　　　

⑥産廃処理施設搬入　　　　　　　　　　　　　⑦工事完了
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⑧配管写真
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浄化槽設置時の補助金について
○申請の受付場所

　綾川町役場 建設課で受付けします。申請に必要な書類は建設課で配布します。

○補助金の額

	住宅の延べ床面積
	浄化槽の大きさ
	補助金限度額

	延べ面積 ≦１４０（㎡）
	５人槽
	３３２，０００円

	延べ面積 ＞１４０（㎡）
	７人槽
	４１４，０００円

	風呂､台所が２箇所以上ずつある２世帯住宅
	１０人槽
	５４８，０００円


※注1）国の制度変更により、年度途中で補助額が変更になる場合があります。
※注2）香川県では、地域の実情（平均延べ面積や世帯人員）を考慮し、住宅の延べ面積が140㎡以下であれば5人槽としています。
○補助の対象

　綾川町内の「下水道事業計画区域（認可区域）及び農業集落排水処理施設処理区域（栗原地区）」以外にある（または建築される）専用住宅（居住を目的にした建物及び店舗等併設住宅で居宅要件を満たすもの）に処理対象人数５０人以下の合併処理浄化槽を設置する個人が補助の対象となります。

　ただし、店舗等併設住宅の場合は、住宅部分のみ補助対象となります。（補助金支払後、住居部分を店舗等に改造した場合は補助金返還の対象となる場合があります。）
　３世帯以上が入居できるアパート等の集合住宅、賃貸用住宅、店舗、事務所、工場等に設置する浄化槽に対しての補助は行っていません。

 また、町税を滞納している方は補助の対象となりません。

※下水道事業計画区域（認可区域）内であっても、技術的な理由等により、取付管（下水道等の本管と宅内排水管をつなぐ接続管）整備が見込まれない場合は補助対象となる場合があります。詳細につきましては建設課浄化槽担当にご確認ください。
○単独処理浄化槽・汲取り便槽を撤去した場合の上乗せ補助

　既存の単独処理浄化槽を撤去処分する場合に１５万円を限度とし、既存の汲取り便槽を撤去処分する場合は１２万円を限度として撤去費用を上表の補助額に上乗せします。

　撤去費用とは、既設槽の洗浄、消毒、掘削等の撤去工事及び槽本体の産業廃棄物処分費用をいいます。

ただし、補助対象は、建築確認申請の必要のない設置工事（新規・改築等による建築部分が１０㎡未満の場合）に限ります。

○合併処理浄化槽に転換した場合の上乗せ補助

　単独処理浄化槽・汲取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合に、配管費用として
３３万円を限度とし、前ページの表に記載された補助金額に上乗せします。

配管費用とは、流入管及び放流管設置費用をいいます。

　ただし、補助対象は、建築確認申請の必要のない設置工事（新規・改築等による建築部分が１０㎡未満の場合）に限ります。

　
お問い合わせ先　綾川町建設課（浄化槽担当）　電話０８７（８７６）５２８０
申請から振込みまでの手続き

	浄化槽設置届
	設置者が香川県中讃保健福祉事務所環境管理室へ届出

	↓
	

	補助金交付申請書
	添付書類を添えて綾川町建設課へ提出

	↓
	

	申請書審査
	建設課

	↓
	

	補助金交付決定通知
	綾川町から申請者へ郵送

	↓
	

	工事着工
	交付決定前の着手はできません

	↓
	

	中間検査
	底版完成後、浄化槽据付前に浄化槽設備士と綾川町職員が立会

	↓
	

	工事完了
	

	↓
	

	実績報告書
	綾川町建設課へ提出

	↓
	

	報告書審査
	香川県浄化槽協会と検査日程を調整

	↓
	

	完了検査
	香川県浄化槽協会が実地検査

	↓
	

	補助金交付額確定通知
	綾川町から申請者へ

	↓
	

	補助金交付請求書
	綾川町建設課へ提出

	↓
	

	補助金の振込み
	申請者の指定口座へ補助金を振り込み


様式第1号(第5条関係)

年　　月　　日　

綾　川　町　長　　　様

申請者　住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　印　

合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書

　　　　　年度において、合併処理浄化槽を設置したいので、綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第5条の規定により、下記のとおり補助金の交付を申請します。

記

	1
	設置場所
	　　　　綾川町　　　　　　　　　　　　　　　　番地

	2
	交付申請額
	円　　

	
	
	（内　訳）
	・合併槽設置補助　　　　　　　　　　　円　　

・既設槽撤去補助　　　　　　　　　　　円　　

・既設槽転換補助　　　　　　　　　　　円　　

（うち配管費補助　　　　　　　　　　　円）　

	3
	住宅所有者
	1　本人　　2　共有(　　人)　　3　その他(　　　　　　)

	4
	住宅の種類
	1　一般住宅　(延面積　　　　　　　　　m2)

	
	
	2　店舗等併用住宅　(居住部分の面積　　　　　m2)
　　　　　　　　　(その他の面積　　　　　　m2)

	5
	工事形態
	1　床面積の合計が10㎡を超える建築工事を伴う設置工事

2　その他

	6
	着工予定年月日
	　　　　　　年　　　月　　　日

	7
	完了予定年月日
	　　　　　　年　　　月　　　日

	8
	放流先
	1　河川　2　道路側溝　3　農業水路　4　その他(　　　　)

	9
	既設槽の有無
	1　合併槽　2　単独槽　3　汲取り　4　無　(　　　年頃設置)


　添付書類

　(1)審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

　(2)専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

　(3)登録浄化槽管理票

　(4)合併処理浄化槽設置計画図

　(5)工事見積書の写し

　(6)工事契約書の写し

　(7)その他町長が必要と認める書類

様式第4号(第7条関係)

　　年　　月　　日　

　綾　川　町　長　　様

補助対象者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
変更承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け　　綾川建浄第　　号で補助金交付決定を受けた合併処理浄化槽について、申請内容を下記のとおり変更したいので承認願います。

記

1　補助金申請内容の変更

2　補助事業の中止

3　補助事業の廃止

　(理由)

添付書類

　(1)変更内容がわかる関係書類

　(2)その他町長が必要と認める書類

様式第5号(第8条関係)

　　年　　月　　日　

　綾　川　町　長　　様

補助対象者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
実績報告書

　　　　　年　　月　　日付け　　綾川建浄第　　号で補助金交付決定を受けた合併処理浄化槽が完成したので、下記のとおり報告します。

記

　1　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　円

　2　事業完了年月日　　　　　　　　　年　　月　　日

　(添付書類)

　(1)　成果図

　(2)　現況写真、工事写真(掘削、基礎、埋戻し)、竣工写真

　(3)　浄化槽設備士によるチェックリスト

　(4)　浄化槽保守点検業者との業務委託契約の写し

　(5)　浄化槽法定検査依頼書の写し
　(6)　浄化槽設置者講習会受講終了証の写し

　(7)　その他町長が必要と認める書類

様式第7号(第10条関係)

　　年　　月　　日　

　綾　川　町　長　　様

補助対象者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

補助金交付請求書

　　　　　年　　月　　日付け　　綾川建浄第　　号で額の確定通知のあった合併処理浄化槽設置整備事業補助金を下記のとおり請求する。

記

請求金額　　　　　　　　　　　　　　　円也

	金融機関
	銀行　　　　　　　　　　　　　　　　
農協　　　　　　　　　　　　支店　　

	口座番号
	普通・当座
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義
	


（※債権者登録で使用した銀行印を押印のこと）

工事請負契約書

第１条　発注者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という）及び
　浄化槽工事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という）は、
　　綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けて甲が行う合併処理浄化槽の設置工事に関し、対等な立場でこの契約を締結し、信義を守り誠実にこれを履行する。

第２条　この契約は、次に掲げる工事に適用される。

　　工事の場所　　綾川町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番地
　　工事の期間　　　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

　○設置する浄化槽

　浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第４条第１項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量（以下「ＢＯＤ」という。除去率９０％以上・放流水のＢＯＤが２０ｍｇ／リットル（日間平均値）以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日付け衛浄第３４号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知）が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するところの別添する図面及び仕様書に係る合併処理浄化槽

　○工事の請負代金及び支払方法

　　　　　　　　　　　　　　　金　　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　支払方法　　１．現金　　２．その他（　　　　　　　　）

第３条　乙は、この契約と添付の図面及び仕様書に基づき、前条の期間内に工事を完成して契約の目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、引渡しと引き換えにその請負代金全額の支払いを完了する。

第４条　乙は、この契約に係る工事を、浄化槽法第29条第3項に従い
　浄化槽設備士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に実地に監督させ、
　又は自ら浄化槽設備士の資格を有して工事を実地に監督しなければならない。

第５条　甲及び乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。但し、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。

第６条　乙は、この契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。但し、予め甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第７条　乙は、浄化槽法第４条第３項の規定による浄化槽工事の技術上の基準及び綾川町が定める工事の基準に従って工事を行わなければならない。

第８条　甲は、やむを得ない場合には、工事内容を変更し、又は工事着手を延期し、もしくは工事を一時中止することを求めることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。

２　本条による変更、延期、又は中止による損害は乙の責に帰すべき場合を除き甲が負担する。

第９条　乙は、乙の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なく、その事由を明示して工期の延長を求めることができる。この場合、その延長日数は、甲乙協議して定める。

第10条　工事の完成引渡しまでに工事目的物その他工事施工について生じた損害は、乙の負担とする。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲の負担とする。

第11条　乙は、工事のため第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。但し、甲の責に帰すべき事由による場合は、甲がその責を負うものとする。

第12条　乙は綾川町が定める合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、所定の期間内に所定の書類及び写真を、綾川町又は甲に提出しなければならない。

第13条　甲は、工事が本契約の規定又は第7条に定める基準に適合しないと認めるときは、乙に対し、相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求することができる。

２　甲は、浄化槽法第7条の規定により、水質に関する検査を受け、その検査の結果、浄化槽の工事について改善の指摘を受けた場合は、乙に対し、相当の期限を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代わる損害賠償を請求することができる。

３　前項に定める請求は、浄化槽の工事についての改善の指摘が甲の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、することができない。

第14条　瑕疵の修補又は損害賠償請求権の行使は引渡し後5年以内に行わなければならない。

第15条　次の各号の1つに該当するときは、甲又は乙は催告その他何らの手続を要せずこの契約を解除することができる。

(1)　浄化槽の設置等の届出その他の必要な手続が受理されず、又は認められないとき。

(2)　工事用地につき、工事施工が著しく困難と判断される瑕疵が発見されたとき。

２　前項により、この契約が解除された場合、乙はこの契約の履行のために乙において要した費用及び乙において甲のために既に支出した立替金を甲に請求することができる。

第16条　甲は乙が工事を完成するまでは、乙の損害を賠償して、この契約を解除することができる。

２　甲は乙の契約違反によりこの契約の目的を達することができなくなったと認めるときは、催告その他何らの手段を要せず、この契約を解除することができる。この場合、甲は甲の被った損害の賠償を乙に請求することができる。

第17条　次の各号の１つに該当するときは、乙は催告その他何らの手続を要せずこの契約を解除することができる。

　(1)　第8条に基づき、工事が一時中止され又は甲の責に帰すべき事由により着工期日が延期された場合に、工事の一時中止又は着工期日の延期の状態が、10日以上継続したとき。

　(2)　甲が請負代金を所定の期日に支払わなかったとき又は請負代金の支払能力を欠くことが明らかになったとき。

　(3)　甲がこの契約に違反し、その結果、この契約を履行できなくなったと乙が認めたとき。

２　前項によってこの契約が解除された場合は、甲は乙の損害を賠償するものとする。

第18条　乙の責に帰すべき事由により、標記引渡期日（工期が変更された場合は、変更後の工期に基づいて定められる引渡期日）までに工事の目的物を引き渡すことができない場合は、甲は遅滞日数1日につき請負代金総額の　　　　　分の１の違約金を請求することができる。

２　甲がこの契約に基づいて、乙に支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、甲は当該金員につき、支払期日の翌日から支払い完了の日まで日歩　　　　　　銭の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。

第19条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議のうえ定めることとする。

　以上契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名捺印の上各自1通を保有する。

　　　　年　　　　月　　　　日

甲　注文者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
乙　請負者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　浄化槽工事業者登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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年　　月　　日
   住　　所 




設置場所 
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氏　　名 



   
誓約書
私は、綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けるにあたり、下記の事項について誓約します。
当該浄化槽を使用している間、いずれかの事項に反した場合には、補助金の返還を命じ  られても、異議を申し立てません。
なお、綾川町が当該浄化槽に係る保守点検・清掃・法定検査の実施記録について、香川県及び関係機関に確認することを承諾します。
記
１. 浄化槽法第10条に基づき、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃を実施します。
２. 浄化槽の保守点検を実施するにあたっては、浄化槽法第8条に規定する基準に従います。
３. 浄化槽の清掃を実施するにあたっては、浄化槽法第９条に規定する基準に従います。
４. 浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査を受けます。検査の結果が「不適」となった場合は、速やかに改善します。
申請者による重要事項確認書
　　年　　月　　日　

　綾　川　町　長　　様

補助申請者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名自書のこと）

下記、内容について相違ありません。相違があった場合は、補助金の交付決定の取消しを受けることまたは補助金を返還することについて、異議を申し立てません。
【申請者の全てに確認が必要な項目】（「はい」または「いいえ」を自筆で囲んでください。）
	1
	各添付書類の写しは原本と相違ありません。また、添付書類の訂正や追加等をしたときは、遅滞なくその写しを提出します。
	はい
	いいえ

	2
	合併処理浄化槽設置を予定する土地については申請者の所有物である。または、他に所有者がある場合は、申請者の設置について承諾を受けています。
	はい
	いいえ

	3
	町作成の綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請書類の内容を理解した上で、交付決定通知書は、申請者あてに送付されることを了承しました。
	はい
	いいえ

	4
	申請当該年度の2月末日までに実績報告書を提出できない場合には、補助金の交付を受けられないことを理解しました。
	はい
	いいえ

	5
	申請者は、暴力団、暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者に該当しません。
	はい
	いいえ

	6
	補助申請後は住居部分を店舗等に改良しません。店舗等併設住宅の場合、補助金の対象となる部分は住居部分ということを理解して申請しました。
	はい
	いいえ

	7
	補助金額の決定を受けた場合でも、国または県の制度変更による年度途中での補助額変更があることを理解しました。
	はい
	いいえ


【町税の完納証明書を添付できない場合の確認項目】
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□私は　　　　年　　月に綾川町に転入したため、

□私は現在、綾川町外に居住しているため、

【合併処理浄化槽に転換した場合における既設単独処理浄化槽または汲取り便槽を撤去しない理由】
□既設槽を撤去すれば、既存建造物に影響が出るため、今回の設置工事では撤去できません。
□既設槽の設置場所が手狭なため、重機回送等、撤去工事を行う十分な用地が確保できません。

□その他の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※□上記いずれの場合でも撤去可能になれば、既設槽を撤去し、産業廃棄物として適正に処理します。
【前住所地での排水処理方法の確認項目（町内在住に限る）】

前住所地では、□合併処理浄化槽　□単独処理浄化槽　□汲取り便槽　□下水道　で排水処理をしていました。
【補助金申請手続きの代行を依頼する場合の確認項目】

□私は、この補助金にかかる手続きを下記の者に代行させます。
手続代行者（この欄は手続代行者において記入すること。活字・ゴム印によるものも可とする。）
	会社名/本支店等名
	

	住所
	

	本支店等の代表者 職・氏名
	

	実務担当者名
	
	電話番号
	
	－
	
	－
	


※手続代行者は補助申請者と契約を行った施工業者に限り、実務担当者は町からの問合せ等に対応可能な者とすること。

	合併処理浄化槽設置工事施工チェックリスト
	

	検　査　項　目
	チェックのポイント
	欄
	
	検査項目
	チェックのポイント
	欄

	1.流入管きょ及び
放流管きょの勾配
	汚物や汚水の停滞がないか
	
	
	12.消毒設備の変形、破損、
固定の状況
	消毒設備に変形や破損はないか
	

	2.放流先の状況
	放流口と放流水路の水位差が適切に保
たれ、逆流のおそれはないか
	
	
	
	しっかり固定されているか
	

	3.誤接合等の有無
	生活排水が全て接続されているか
	
	
	
	薬剤筒は傾いていないか
	

	
	雨水や工場排水等が流入していないか
	
	
	13.ポンプ設備（流入ポンプ
及び放流ポンプ）の設置、稼動状況
	ポンプますに変形や破損はないか
	

	4.升の位置及び種類
	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ご
とに適切な升が設置されているか
	
	
	
	ポンプますに漏水のおそれはないか
	

	5.流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ
	管の露出等により変形、破損のおそれ
はないか
	
	
	
	ポンプが２台以上設置されているか
	

	6.かさ上げの状況
	バルブの操作などの維持管理を容易に
行うことができるか
	ｃｍ
	
	
	設計どおりの能力のポンプが設置され
ているか
	

	7.浄化槽本体の上部及び
その周辺の状況
	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置
されていないか
	
	
	
	ポンプの固定が十分行われているか
	

	
	保守点検、清掃の支障となるものが置か
れていないか
	
	
	
	ポンプの取り外しが可能か
	

	
	コンクリートスラブが打たれているか
	
	
	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチ
の稼動を妨げるおそれはないか
	

	8.漏水の有無
	漏水が生じていないか
	
	
	14.ブロワーの設置、稼動状況
	防振対策がなされているか
	

	9.浄化槽本体の水平の状況
	水平が保たれているか
	
	
	
	固定が十分行われているか
	

	10.接触材等の変形、破損、
固定の状況
	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の
接触材に変形や破損はないか
	
	
	
	アースはなされているか
	

	
	しっかり固定されているか
	
	
	
	漏電のおそれはないか
	

	11.ばっ気装置、逆洗装置及び
汚泥移送装置の変形、破損、
固定及び稼動の状況
	各装置に変形や破損はないか
	
	
	　　上記のとおり確認したことを証します。
　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　担当浄化槽設備士氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	しっかり固定されているか
	
	
	

	
	空気の出方や水流に偏りはないか
	
	
	


	工　事　写　真　帳

綾川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金実績報告

　交付決定番号
　　　　　　　　綾川建浄第　　　　　号　　　　　　　　

　工　 事　 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宅　浄化槽設置工事

　工事箇所
　　　綾川町　　　　　　　　　　　　　　　　　番地　　

　工　　　　期

　　　自　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　
　　　至　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　
　施工業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


ⓒ環境省





いずれの写真も施工日を黒板等に記入し、実績報告の際に確認できるようにしてください。





L版２枚提出
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町税の完納証明書を添付することができません。
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